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ＩＴコーディネータ及び協会について
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◆ ITコーディネータ協会（ＩＴＣＡ）

2001年2月、中小企業の発展と成長を目指した国家プロジェクトから生まれた
ＩＴコーディネータ資格者（経済産業省推進資格）の育成・普及のために創設されました

◆ ITコーディネータ（ＩＴＣ） 経済産業省 推進資格

経営とＩＴの融合（IT経営）により、経営の革新（イノベーション）を目指す経営者のために、

「ＩＴ経営の実現を支援するプロフェッショナル」です

◆2014年度中小企業経営力大賞へのITCの貢献

経済産業大臣賞を含む優秀賞13件の内7件をITCが支援

認定企業108件の内45件をITCが支援

◆ITCの現状

現在の認定者 6200名 （2014.3現在） 毎年の資格更新が必須

特徴 ＩＴコーディネータ資格と同時に他資格（中小企業診断士、税理士、情報処理

資格など）を保有する多産な人材集団

はじめに
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社会保障・税番号（以下共通番号と略す：マイナンバー）法案は、民主党政権化で２０
１２年２月１４日閣議決定され、国会に提出されましたが、１２月の衆院解散により廃案
になりました。しかし自公政権は再度閣議決定し、国会に提出、２０１３年５月２４日に
成立しました。共通番号は国民一人ひとりに番号をふり、年金や健康保険などの社会
保障給付と納税を一つの個人番号で管理する国民ＩＤ制度であり、当初予定を１年遅
れ２０１６年から導入されます。給付の申請や税の確定申告などが簡素化され、税・社
会保険料の適正な徴収や給付につながるだけでなく、医療・介護情報連携などに活用
することにより、患者の利便性向上や、重複検査などの防止、さらには災害時の緊急
医療へ適用など、幅広い効果が期待できます。

本講演では、共通番号制度の概要を紹介し、その背景や行政効率化への期待、官
民情報連携や民間活用の展望などを、個人情報保護や推進上の課題などを交えて紹
介し、ITコーディネータの活躍の場を考察します。

なお、本資料は以下の公開資料等をベースに作成しております。

電子行政タスクフォース公開資料
社会保障・税番号制度概要



共通の身分証明書がない国
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国民全員が所持可能で統一されたフォーマットの身分証明書がない！

バラバラに振られている番号
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官民で現在使われている番号は組織・制度毎にバラバラである！



第１章 共通番号制度の概要
（社会保障・税番号制度）
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共通番号制度とは
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利用範囲
■年金、健康保険、介護保険の届け出や受給、保険料の支払、失業保険の受給

■税務署や自治体への税の申告
■災害時の番号活用策も検討

（家を失った被災者の本人確認、避難に支援がいる要介護者の把握などが想定）

個人情報保護策
■情報は一機関が持たず分散管理、システム内部では共通番号以外で連携

■自分の情報へのアクセス記録は確認可能
■第三者機関が、番号を扱う行政、企業を監督し、苦情処理、立入検査、改善指導・命令
■個人情報の盗用や守秘義務違反の罰則強化

推進スケジュール
■２０１１年６月 社会保障・税番号大綱を策定
■２０１２年２月 マイナンバー法及び関係法律の改正案提出を閣議決定（野田内閣）
■２０１３年５月 マイナンバー法案成立（安部内閣）
■２０１５年１月 第三者機関を設置
■２０１５年６月 日本国民、中長期滞在者及び特別永住者等の外国人住民に付番

■２０１６年１月 利用開始し、段階的に利用範囲を拡大

◆共通番号制度の要綱



 国民一人ひとりに、唯一無二の、民‐民‐官で利用可能な、見える「番号」を付番し、国民の利便性を向上させる
とともに、行政運営の効率化を図ることを目的とした制度です。

 複数の機関において、それぞれの機関ごとに同一人の情報を紐付し、紐付けられた情報を活用することが可
能になります。

 本人確認（公的認証）の仕組みとして、個人番号カードを交付します。
 国民は、マイ・ポータルを使って自己情報やプッシュ型のお知らせを確認したり、ワンストップでのオンライン

サービスを利用することができるようになります。

共通番号制度とは
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税分野

◆共通番号制度概要

共通番号制度とは

9

平成27年秋に「番号通知」郵便が、翌年1月から役所で「番号カード」が貰える！

◆共通番号制度のロードマップ



◆背景と課題
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～国民一人一人に番号を割り振る制度はなぜ必要なのか？～

必要性の社会的背景
■少子高齢化（現在一般歳出の半分以上を占める社会保障費の限りない増加！）

■行政制度・運営の効率性、透明性向上への要請（行政コスト削減と国民の利便性向上）
■公的負担や給付の公平性確保へ要請（申請主義は時代遅れ！）
■活用できる情報通信技術の進歩（安価なネットワーク、電子記録、ポータルなど）
■災害発生時の支援活動（被災高齢者の病歴・診療履歴確認、義損金の給付など）

制度がないために発生している課題
■税務署に提出される法定調書の中で名寄せが困難なものは活用に限界

■より正確な所得・資産の把握に基づくきめ細かな社会保障制度等の導入が困難
■長期間に渡って個人を特定する必要がある制度の適正運営が困難（年金記録管理など）

■医療保険などにおける関係機関同士の連携が非効率
■養子縁組による氏名変更を乱用された場合に個人の特定が困難

・
・
・

共通番号の必要性とメリット

理念
■より公平・公正な社会の実現

■社会保障がきめ細かく的確に行われる社会の実現
■行政に過誤や無駄のない社会の実現
■国民にとって利便性の高い社会の実現
■国民の権利を守り、自己情報をコントロールできる社会の実現

～国民一人一人に番号を割り振る制度により以下の理念と効果が実現！～

効果
■所得等の情報の把握とその社会保障や税への活用を効率的に実施

■真に手を差し伸べるべき人に対しての社会保障の充実
■負担・分担の公正性、各種行政事務の効率化が実現
■国民にとって利便性の高い社会の実現
■ＩＴ化を通じ効率的かつ安全に情報連携を行える仕組みを、国と自治体で連携して構築
■ＩＴを活用した国民の利便性の向上も期待（マイポータルなど）
■災害発生時の被災者支援の迅速化、適切化
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◆理念と効果

共通番号の必要性とメリット



◆社会保障分野で便利になること①
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本高額医療・高額介護合算制度の改善
上記制度で自己負担の上限に達した場合、保険者と医療・介護サービス提供者間の情報連携
により、立て替え払いすることなく、以後の医療・介護サービスを受けることが可能

連携機関：市町村、都道府県、医療保険者、介護・医療サービス提供者、審査支払機関

共通番号の必要性とメリット

◆社会保障分野で便利になること②
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保険証機能の一元化
券面に「番号」を記載した１枚のＩＣカードの提示により、年金手帳、医療保険証、介護保険証な
どを提示したものとみなす

連携機関：市町村、都道府県、医療保険者、介護・医療サービス提供者、年金保険者

共通番号の必要性とメリット



◆社会保障分野で便利になること③
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自己診療情報の活用
医療・介護サービスの現場において、本人が自分の診療情報等を容易に入手・活用できるよ
うになり、地域医療連携、医療・介護連携の基盤整備が進展

連携機関：病院、診療所、介護事業者

共通番号の必要性とメリット

◆社会保障分野で便利になること④
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給付可能サービスの行政側からの通知
障害がある方などに対し、本人の同意に基づき利用可能な様々な施策の情報を提供

連携機関：国、都道府県、市町村

共通番号の必要性とメリット



メリット

◆年金分野で便利になること①
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年金制度の的確な運用
年金分野で「共通番号」を利用することにより、二重に基礎年金番号が付番されたり、二重に年
金手帳が交付されることを防止

共通番号の必要性とメリット

◆年金分野で便利になること②
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確定申告手続きの簡略化
確定申告の際に、必要な公的年金等の源泉徴収票の添付が不要

連携機関：国税庁、市町村、日本年金機構

共通番号の必要性とメリット



◆医療分野で便利になること
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確定申告手続きの簡略化
保険医療機関・保険薬局等での医療費の自己負担額が把握できるようになれば、確定申告の
医療費控除に必要な領収書等の書面による添付・保存が不要

連携機関：国税庁、市町村、都道府県、医療サービス提供者、医療保険者

共通番号の必要性とメリット

◆税務分野で便利になること①
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メリット

所得の過少申告等の防止
税務当局が保有する各種所得情報や扶養情報について共通番号で名寄せ・突合することによ
り、所得の過少申告や扶養控除のチェックが効率的にでき、税の不正還付等を防止

共通番号の必要性とメリット



◆税務分野で便利になること②
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メリット

確定申告の際の自己情報の確認
e-TAXで確定申告を行う際、社会保険料控除の対象となる保険料や、医療費控除額の算出に

必要な情報をマイポータル（仮称）で確認可能

共通番号の必要性とメリット

◆申請・届出で便利になること
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添付書類の削減
各種申請・申告等に必要な行政機関が発行する添付書類（納税証明書等）が省略可能

メリット

共通番号の必要性とメリット



◆添付書類の削減が可能になる手続例

22

給付等の申請
児童扶養手当、母子家庭自立支援金、障害児福祉手当、特別障害者手当など

自己負担割合・自己上限負担額の決定
高額療養費、入院時食事療養費、入院生活療養費の自己負担限度額
高齢者に係わる医療保険の自己負担割合
養護老人ホームに係わる入所者負担、扶養者負担
障害者自立支援法に基づく障害者福祉サービス、補装具等の自己負担
保育所、児童入所施設等の徴収金

国税・地方税の申告等
住宅ローン控除
住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の特例
居住用資産を買換えた場合の課税の特例
相続時精算課税の選択に係る届出
事業用資産を買換えた場合の課税の特例

共通番号の必要性とメリット

◆さらに期待される効果
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（１）データ標準化による入力事務の軽減
⇒全国の１７４２市町村（４７都道府県も含む）が情報ハイウエイで
結ばれる

（２）企業における役所関係手続の効率化

⇒民間会社との情報システムの連携があり、民間企業でのITCも
仕事が拡大のチャンス

（３）マイポータルを利用した国民本位の電子行政の実現

⇒利用者側である、住民の目線からの「番号制度」の利便性が展
開していく

共通番号の必要性とメリット



現在は・・・ 番号制度導入後は・・・

 市町村や国の行政機関ごとに、データ形
式が異なるため、データの機械判読がで
きないケースが多発しています。

 情報提供ネットワークシステムを使って情報連携
する際のデータが標準化されます。

A市から送ってもらった
データ、日付が元号だから、
自動変換できない・・・

エラー
日付はyyyymmddと入力
してください

A市
システム

B県
システムC省

システム

情
報
提
供
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

用語、データ形式が
標準化
通信プロトコルも統一

情報連携による
データ交換は
全て自動化可能

自動化されているから、

早いし入力ミスもない
ぞ

（１）データ標準化による入力事務の軽減

現在は・・・ 番号制度導入後は・・・

 企業の従業員等の給与や保険関係について、従業
員を特定するための番号が役所ごとにまちまち

 個人番号に統一されます。

ハロー
ワーク

市役所

年金事務所
税務署

いろいろな番号が

あるから、調べる
のが大変！

企業

保険番号＊＊＊、
●●さんの取得届に
ついて、確認したいこ
とが、、、

●●さんの

給与支払報告書
についてのご質
問なのですが、、、

●●さんの年末調
整
について、、、保険番号×××の●●

さんの被扶養者欄が
未記入ですが、、、

社会保険
システム

個人番号別に書類
を保管しているので、
検索が簡単！

給与
システム

雇用保険資格取得届

個人番号 *******
氏名 ●●●●

年金保険資格取得届

個人番号 *******
氏名 ●●●●

源泉徴収票

個人番号 *******
氏名 ●●●●

給与支払報告書

個人番号 *******
氏名 ●●●●

健康保険資格取得届

個人番号 *******
氏名 ●●●●

（２）企業における役所関係手続の効率化



 マイ・ポータルを利用した、プッシュ型サービスやワンストップサービスを提供する仕組みと実現
が期待されています。

番号制度導入後

現
在

導
入
後

出生届

子どもの

健康保険
加入子ども

医療費

郵便局

企業

健康保険
組合

子どもの
健康
保険証

出生届の提出
児童手当の申請
子ども医療費の申請

情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

健康保険
組合

市役所

企業

情報照会
情報提供

データで
やり取り

マイ・ポータル上から申請

プッシュ型お知らせ
出生届の手続完了
児童手当の手続完了
子ども医療費の手続完了

住民が何度も役所を訪れて手続きを実施しなければならない

市役所

市民課

福祉課

児童手当

住民が都合の良い時間に自宅から手続きを実施できるようになる

（３）マイ・ポータルを利用した国民本位の電子行政の実現

共通番号制度による想定効果試算
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国民の利便性向上：年間約７５００億円
国民の窓口訪問時間が削減、各種申請の添付書類削減、郵送コスト等合理化など

民間企業～行政間の効率化：年間約６３００億円
従業員の税・社会保険料徴収業務の効率化、行政への申請・届出等の合理化、添付書類・保
存管理業務削減など

民間企業間の効率化：年間約７０００億円
顧客の本人確認や住所確認業務の合理化、契約時における添付書類などの削減効果など

省庁間、国・地方間の効率化：年間約１兆円
顧情報連携による業務効率化、同一業務のクラウド化、業務見直しによる民間委託など

年間３兆円以上の導入効果

新たなサービスの創出
日経連による試算



第２章 共通番号制度の展開
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共通番号制度の仕組み
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～共通番号制度は３つの仕組みが構成される！～

付番の仕組み
■個人番号は住民票を有する全員に付番（悉皆性）

■一人一番号で重複のないよう付番号（唯一無二性）
■所管機関は個人番号は総務省、法人番号は国税庁
■利用できる分野は年金・医療・福祉・介護・労働保険の各社会保障分野、国税・地方の各
税務分野、災害時の被災者支援分野

情報連携の仕組み
■情報連携の範囲は当面は社会保障分野と税務分野
■情報連携は「情報提供ネットワークシステム」を通じて実施し、データのやり取りの承認や
アクセス記録の保持を行い、国民が自己情報へのアクセス記録を確認できるなど個人情報
保護に配慮

■連携される個人情報の種別やその利用事務を番号法で明確化

本人確認の仕組み
■既存の公的個人認証の活用及び個人番号カードを交付することにより実現



◆付番の仕組み： 個人番号

30

新の基本４情報（氏名、住所、性別、生年月日）に関連付けられる新たな個
人番号を付番し、視認性（見える番号）で官民での連携利用を図る！

共通番号制度の仕組み

◆付番の仕組み： 法人番号

31All Rights Reserved Copyright JESAP 2013

個人番号における悉皆性、唯一無二性、視認性を法人に展開！
民間企業も、「法人番号カード」が配布！

共通番号制度の仕組み
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～個人番号を直接活用せず符号を用いた情報連携で芋づる式漏洩を防止！～

共通番号制度の仕組み

◆情報連携

◆本人確認の仕組み： 個人番号カード

33

～従来民間には認めなかった公的個人認証の署名検証者を、民間にまで広げ
たことで、個人番号の民間展開の途が大きく開けた！～

共通番号制度の仕組み



マイ・ポータルの設置

34

◆マイ・ポータルによりプッシュ型行政サービスが可能に！
◆個人カードで接続し自分に関係する各種情報を閲覧、防災情報も注目！

マイ・ポータルの民間開放で新たなサービスも！（２０１８年秋に民間開放可否判断）

■ポータル上で住所変更すれば電気・ガス・銀行口座などが自動的に登録変更
■銀行口座とつないでネット上で税金や社会保険料などを支払い
■電子カルテを本人と医師がポータル上で共有（医療機関）

特定個人情報保護について

35

◆個人情報保護のために独立性の高い特定個人情報保護委員会を設置



◆特定個人情報保護評価制度の制定

36

特定個人情報保護について
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第３章 ITコーディネータの活躍
への期待



番号制度導入に伴う影響

38

自治体職員の側でも、現在の業務を行いながら、新しい番号制度への移行
の準備を必要とされている！

自治体の中でも、独自に進めているところもあるが、大半の自治体はこれか
らであり、その支援をする人材を求めている！

もちろん民間企業もその対応がせまられる！

自治体クラウド
導入済み ：１０％
導入作業中・検討中：３０％
今後検討 ：３０％

私達ITコディネータの力を発揮
して、お手伝いしよう！！

自治体における影響とITCへの期待

39

情報ネットワークシステムによりデータの統一化・共通化が進む！
無駄のない改修のためにITコーディネータがベンダーと自治体との調整役へ！

内閣官房社会保障
改革担当室資料より

◆自治体情報システムへの影響
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自治体における影響とITCへの期待

◆自治体情報システムへの影響

◆自治体事務への影響

41

すべての課が関係課になりうる！早急な検討開始が必要！
全国のITコディネータはもよりの自治体を尋ねてみよう！！

自治体おける影響とITCへの期待



◆自治体での個人番号活用

42

窓口の総合化や、書類審査の削減、さらにはパーソナルな行政サービスへ
全国のITコーディネータの手出けが必要！！！

自治体における影響とITCへの期待
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◆26年度から共同化検討を開始する場合
ITCに対する支援に対する期待大

自治体における影響とITCへの期待
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参考： 地方公共団体におけるクラウド導入の取組 （LASDEC)
（平成24年度改訂版）

民間企業における影響とITCへの期待

45

◆人事・総務関連を中心にデータの統一化・共有化が進む！
民間企業でもITコーディネータの手助けを必要としている！！



民間連携・活用の可能性

46

さまざまな活用モデルが検討されている！
ITコーディネータからのユニークな構想も求めれている！

電子行政タスクフォース公開資料より

おわりに

47

ITコーディネータ協会は、この千載一遇のチャン
スに、総務省と連携して、共通番号制度導入の
サポーターとなりうるITコーディネータの人材育
成へ取り組みたい！



ITCAの人材育成への取り組み（自治体ビジネス研修）

「入 門 編」

「中 級 編」

「上 級 編」

Ｏ Ｊ Ｔ

～ ＩＴコーディータ協会の推薦 ～

総務省地域情報化アドバイザー 自治体の「担い
手」の育成！

ＩＴコーディネータはＩＴ経営を実現する
プロフェッショナルです


